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（交付を受けた適格請求書に誤りがあった場合の対応） 

【答】   

買手である課税事業者は、交付を受けた適格請求書又は適格簡易請求書（電磁的記録により

提供を受けた場合も含みます。）の記載事項に誤りがあったときは、売手である適格請求書発行

事業者に対して修正した適格請求書又は適格簡易請求書の交付を求め、その交付を受けること

により、修正した適格請求書又は適格簡易請求書を保存する必要があります（自ら追記や修正

を行うことはできません。）。 

なお、買手である課税事業者が作成した一定事項の記載のある仕入明細書等の書類で、売手

である適格請求書発行事業者の確認を受けたものについても、仕入税額控除の適用のために保

存が必要な請求書等に該当しますので（消法 30⑨三）、買手において適格請求書の記載事項の

誤りを修正した仕入明細書等を作成し、売手である適格請求書発行事業者の確認を受けた上で、

その仕入明細書等を保存することもできます。 

売手である適格請求書発行事業者の対応は、問 32《交付した適格請求書に誤りがあった場合

の対応》を、仕入明細書等の記載事項については、問 87《仕入明細書等の記載事項》をご参照

ください。 

 

  

問 92 記載事項に誤りがある適格請求書の交付を受けた事業者が、その課税仕入れについて仕入

税額控除の適用に係る請求書等の保存要件を満たすために必要となる対応について教えてく

ださい。【令和３年７月追加】【令和５年 10 月改訂】 


